
⑤

  

 

 

 

 

 

 

タウントピックス

　
記
帳
・
記
録
保
存
義
務
の
内
容
や

記
帳
の
仕
方
、
備
付
帳
簿
等
に
つ
い
て

の
説
明
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
の
で
、

個
人
事
業
主
の
方
は
参
加
を
お
願
い

し
ま
す
。な
お
、
軽
減
税
率
制
度
等
の

説
明
会
に
は
、
対
象
者
以
外
の
方
も
出

席
い
た
だ
け
ま
す
。

▼
内
　
容　
前
半
が
記
帳
説
明
会（
80

　
分
）、
後
半
が
軽
減
税
率
制
度
等
の

　
説
明
会（
30
分
）と
な
り
ま
す
。

※

途
中
10
分
程
度
の
休
憩
あ
り
。

▼
問
合
せ　
大
田
原
税
務
署

　
☎
０
２
８
７  -

22  -

３
１
１
５

　
（
２
番
を
プ
ッ
シ
ュ
）

　
中
小
企
業
や
新
規
起
業
者
が
賃
貸

で
事
務
所
等
に
活
用
い
た
だ
け
る
よ

う
、
中
小
企
業
等
育
成
支
援
施
設
を
開

設
い
た
し
ま
し
た
。

　
利
用
す
る
場
合
は
、
申
請
手
続
き
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
利
用
を
ご
検

討
さ
れ
て
い
る
方
は
、
観
光
商
工
課
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
施
設
開
館
時
間
内
は
、
随
時

内
覧
も
で
き
ま
す
。

▼
受
験
資
格

①
平
成
30
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、
高

　
等
学
校
ま
た
は
中
等
教
育
学
校
を

　
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

　
て
３
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
お

　
よ
び
平
成
31
年
３
月
ま
で
に
高
等

　
学
校
ま
た
は
中
等
教
育
学
校
卒
業

　
見
込
み
の
者

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
に
準
ず

　
る
と
認
め
る
者

▼
申
込
方
法
等　
６
月
18
日
㈪
午
前

　
９
時
〜
27
日
㈬
の
期
間
中
に
イ
ン

　
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
申
込
み

　

http://www.jinji-shiken.go.

　

jp/juken.htm
l

※

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
が
で
き

な
い
場
合
は
、第
１
次
試
験
地
を
所
轄

す
る
国
税
局
に
問
い
合
わ
せ
の
う
え
、

郵
送
ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
試
験
日

 

・
第
一
次
試
験　
９
月
２
日
㈰

 

・
第
二
次
試
験　

10
月
10
日
㈬
〜
19

　
日
㈮
の
う
ち
第
一
次
試
験
合
格
通

　
知
書
で
指
定
す
る
日
時

▼
合
格
発
表
日

 

・
第
一
次
試
験
合
格
者　
10
月
４
日
㈭

 

・
最
終
合
格
者　
11
月
13
日
㈫

▼
問
合
せ

〇
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
に
関
す

る
問
合
せ　
人
事
院
人
材
局
試
験
課

　
☎
０
３  -

３
５
８
１  -

５
３
１
１

〇
そ
の
他
の
問
合
せ　
関
東
信
越
国

税
局
人
事
第
二
課
試
験
係

　
☎
０
４
８-

６
０
０-

３
１
１
１

広報

個
人
事
業
主
の
方
へ

記
帳
説
明
会
・
消
費
税
軽
減

税
率
制
度
説
明
会
の
ご
案
内

税
務
職
員（
国
家
公
務
員
）採
用
試
験

　主に平成29年中に家屋を新築、増築または改築により取得した方に対し、
７月９日付けで「不動産取得税納税通知書」を送付します。 金融機関の窓口等、
納税通知書に記載の場所で納付してください。
■納期限　７月31日（火）
■問合せ　栃木県大田原県税事務所　課税課　不動産取得税担当　☎０２８７‐２３‐４１７２

田
中
複
合
施
設「
り
ぼ
ー
る
・
た
な
か
」に

中
小
企
業
等
育
成
支
援
施
設
を
開
設

〇
貸
事
務
所　
４
教
室

〇
使
用
料　
月
額
３
万
円

※

詳
細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
観
光
商
工
課
商
工
係

　
☎
72
６
９
１
８

　
栃
木
県
で
は
、
郷
土
へ
の
理
解
と
関

心
を
深
め
る
こ
と
等
を
目
的
に
、
６
月

15
日
を
県
民
の
日
と
定
め
て
い
ま
す
。

　
６
月
16
日
㈯
に
は
、
県
本
庁
舎
等
で

記
念
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
や
、
県
民
の
日

を
中
心
に
県
内
外
協
賛
施
設
で
無
料
開

放
や
一
部
割
引
等
が
行
わ
れ
ま
す
。 

詳

し
く
は
、
イ
ベ
ン
ト
ガ
イ
ド
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

▼
主
な
ガ
イ
ド
配
布
場
所　
県
本
庁
・

　
合
同
庁
舎
、市
町
窓
口

※

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
も
掲
載
し
て
い

ま
す
。

▼
問
合
せ　
栃
木
県
県
民
文
化
課

　
☎
０
２
８　-

６
２
３　-

３
４
２
２

６
月
15
日
は
県
民
の
日
で
す

６
月
15
日
は
県
民
の
日
で
す

県民の日マスコット

「ルリちゃん」

家屋を新築などで取得した方へ家屋を新築などで取得した方へ家屋を新築などで取得した方へ家屋を新築などで取得した方へ

対象者　区　分　　月　日　　　 時　間　　　 　会　　場

営　業

不動産

農　業

営　業

不動産

農　業

６月１４日

　  （木）

６月１５日

　  （金）

白色

青色

9:30 ～ 11:30

13:30 ～ 15:30

9:30 ～ 11:30

13:30 ～ 15:30

大田原市

生涯学習センター

２階会議室Ｂ

大田原市

生涯学習センター

１階研修室Ｄ


